
事 務 連 絡

平成20年9月12日

都道府県労働局労働基準部

労 災 補 償 課 長 殿

厚生労働省労働基準局労災補償部補償課

職 業 病 認 定 対 策 室 長 補 佐

精神障害に係るス トレスと発病時期等に関する調査について

今般､精神障害に係るス トレスと発病時期等に関して､日本産業精神保健学会に委

託し､労災認定事案の分析を行 うこととしたところです｡

ついては､当該分析を行 うため､下記の要領により調査資料の写しを9月 25日

(木)までに本省補償課職業病認定対策室認定業務第-係あて送付願います｡

記

1 対象とする事案

平成 19年度に業務上と認定された精神障害等 (自殺事案も含む｡)事案

なお､別途貴職あて､対象事案のリス トをメール送付するので､そちらも参照願

います｡

2 送付いただく調査資料

各対象事案について､労働基準監督署において作成 ･入手した調査資料のうち､

平成 12年 3月24日付け補償課長事務連絡第3号 ｢心理的負荷による精神障害等

に係る業務上外の判断における事務処理について｣による調査票 (様式 1から様式

4)の写しと精神障害等専門部会意見書の写し

3 送付方法

書留郵便によること


